
　「広島市消費生活基本計画」消費者施策（個別施策）実施状況
〔凡例〕

○基本的な方向２　消費者力の向上 1 事業の内容を実施したもの

 １　消費者教育の推進 2 事業の内容を実施しなかったもの

（１）消費生活に関する情報提供の推進 3 事案等の発生がなかったため実施していないもの

特記事項・実績等

29

市広報紙「ひろしま市民と市政」、広報
番組などを有効的に活用し、消費生活に
関する情報を市民に提供します。

1

ひろしま市民と市政７月１日号
（特殊詐欺への注意喚起）
テレビ広報番組  ５回
（クーリング・オフの方法の周知、特殊
詐欺、悪質商法等への注意喚起）

企画総務局
広報課

30

消費生活に関する啓発や情報提供を内容
とした消費生活情報紙「知っ得なっと
く」を発行します。 1

・発行：年３回6,600部(5月,9月,2月発
行）
・配布先：公的機関・施設、市内小・
中・高等学校・大学・民生委員等

市民局
消費生活セ
ンター

31

消費生活に関する情報を、ホームページ
やマスコミ等の様々な媒体を使い市民に
提供します。

1

・ホームページでの注意喚起　10回
・啓発チラシの新聞折り込み
　　　　　　　　　１回（373,080部）
・高齢者いきいき活動ポイント事業対象
者
　への啓発チラシの折り込み
　　　　　　　　　１回（200,000部）

市民局
消費生活セ
ンター

32

消費者啓発リーフレットを作成・配付
し、消費者被害の発生又は拡大の防止を
図ります。 1

・発行：６０,５４０部
・配布先：各区・区民文化センター・社
会福祉協議会・公民館・市内学校等

市民局
消費生活セ
ンター

33

消費生活センターの展示コーナーに消費
生活に関するテーマのパネルの展示をす
るとともに、同パネルの貸し出し、啓発
図書やビデオなどの貸し出しを行い、市
民の消費生活に関する知識の向上に役立
てます。

1

・パネル展示：年４回、延べ80枚
・啓発DVD等の貸出状況：ビデオ・
DVD63本、パネル14枚 市民局

消費生活セ
ンター

34

独立行政法人国民生活センターとのオン
ラインネットワークを活用し、全国的な
消費生活相談情報や危害情報の早期把握
に努め、必要に応じ、消費生活に関する
情報を市民に提供するなどして、被害拡
大の防止を図ります。また、当センター
が収集した各情報をシステムに蓄積する
ことにより、相談データの管理・検索の
効率化を図ります。

1

・被害が増加する架空請求などの悪質商
法を消費生活情報紙に掲載するなど市民
向けに広報を行い注意喚起した。
・高齢者を狙った被害事例について各地
域包括支援センターに情報提供を行い関
係者への周知を図った。

市民局
消費生活セ
ンター

（２）消費者の年齢その他の特性に配慮した消費者教育の推進

特記事項・実績等

35

教育委員会と連携を図り、学校における
消費者教育の推進に取り組みます。

1

○メール通信「子どもサポート情報（学
校向け）」配信
5回（市立学校対象）
○学校等教職員に対する研修会
小・中・高等学校から各1名の教職員を、
消費者教育講座の受講のため、国民生活
センター（相模原市）へ派遣した。

市民局
消費生活セ
ンター

36

学習指導要領に基づき、小・中・高等学
校、中等教育学校及び特別支援学校の社
会科、公民科、家庭科などの教科等を中
心に、児童生徒の発達段階を踏まえ、消
費者関係教育に関する内容を指導しま
す。

1

・小・中・高等学校、中等教育学校及び
特別支援学校において、児童生徒の発達
段階を踏まえた指導を行った。
・小学校（1校）、中学校（2校）、高等
学校（2校）において、消費生活出前講座
を利用して学習した。

教育委員会
指導第一課
指導第二課
特別支援教
育課

消費者啓発リーフレッ
トの作成・配布

消費生活パネルの展
示・貸出及び啓発図書
等の貸出

事業の名称

市広報紙・広報番組を
活用した情報提供

全国消費生活情報ネッ
トワーク・システム
（PIO-NET）を活用
した情報収集及び活用

担当課

担当課

ア　学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を捉えた学習機会の確保

学校における消費者教
育の推進

平成29年度の取組状況

平成29年度の取組状況

No. 内　容

No.

ホームページ等による
消費生活に関する情報
提供

事業の名称

消費生活情報紙の発行

内　容

7



特記事項・実績等

37

広島市立大学において、消費生活出前講
座を活用し、広島弁護士会から所属弁護
士の講師派遣を受け、新入生全員を対象
に消費者啓発講習会を開催します。

1

平成29年4月4日、弁護士を講師とし、
新入生を対象とした消費生活講演会を実
施した。 企画総務局

行政経営課

38

○消費者大学の開講
消費者問題に対する学習意欲の高い消費
者を対象に、地域における消費者活動を
担う人材づくりを目指すため、消費者大
学を開講します。
○関係部局等との連携
関係部局等と連携し、社会教育における
消費者教育の具体化を図ります。また、
公民館など社会教育施設において、消費
者問題を取り扱ってもらえるよう関係部
署に働きかけます。

1

○消費者大学実績
連続8回（2時間/回）開講
延べ受講者数２３１名

○消費生活サポーター養成講座の開講
高齢者等を消費者被害から守るための見
守り活動を担う人材の育成のため、消費
者問題に関する専門知識や見守り活動の
あり方を学ぶための講座を実施した。
受講者２５名

〇「広島市公民館学習会の実施方針」に
おいて、消費者教育を社会の要請に対応
した学習支援事業に位置付け、公民館に
おける消費者教育の推進を図った。

市民局
消費生活セ
ンター

39

生涯にわたって消費者が消費者教育を学
び続けることができる環境づくりのた
め、公民館などの社会教育施設におい
て、次の取組を推進します。
・市民が学習しやすい条件を整備し、自
主的な活動を支援します。
・公民館をはじめとする社会的教育施設
での学習機会を提供します。
・市民の多様化・高度化した学習需要に
対応するため、大学等の高等教育機関と
の連携を進めます。

1

実施館数：29公民館
実施講座数：37講座
延参加者数：2,179人

市民局
生涯学習課

40

事業者及び事業者団体に対して、消費者
教育の取組への協力や実施を促す働きか
けを行います。 1

事業者団体と協力して、5月に消費者力向
上キャンペーン事業を実施した。 市民局

消費生活セ
ンター

41

「消費者力向上」をキーワードに、５月
の消費者月間に合わせ、消費者自らの学
習意欲を高めるため、消費者団体、事業
者団体等と協力して各種の消費者啓発事
業を実施します。 1

・街頭啓発(5月２７日)
・弁護士相談会(5月２７日)1回
　　相談件数１７件
・消費者のひろば(5月２７日)
　　来場者数12,000人
・消費者月間協賛事業(6月１２日・２１
日）広島消費者協会主催　市内２か所

市民局
消費生活セ
ンター

42

市内の学校、高齢者団体、町内会など各
種団体等からの申し込みにより消費生活
専門相談員等を講師として派遣し、消費
者トラブルの実例を通して、消費生活の
基礎的知識の普及に努め、消費者被害の
発生及び拡大の防止を図ります。

1

・6０回（８０．５時間分）開催
・受講者数3,753名

※高齢者サロンワーキング事業の実績も
含む

市民局
消費生活セ
ンター

43

消費生活情報紙の特集記事掲載や各種啓
発事業実施等の様々な機会を捉えて、近
年相談が増加している特殊販売及びイン
ターネット関連に関する消費者被害の発
生及び拡大の防止に係る教育と啓発活動
の充実に取り組みます。

1

消費生活情報紙をはじめ、広報番組、
ホームページ等で近年増加している事例
を情報提供した。 市民局

消費生活セ
ンター

大学等における消費者
教育の推進

内　容

特殊販売及びインター
ネット関連に関する消
費者教育の推進

No.

生涯学習の推進

消費者力向上キャン
ペーン事業の実施

社会教育における消費
者教育の推進

事業の名称
平成29年度の取組状況

担当課

消費生活出前講座の開
催

事業者及び事業者団体
による消費者教育の取
組への支援

8



特記事項・実績等

1

(1)

女性のためのなん
でも相談
【再掲(No.81(2))】

広島市男女共同参画推進センターにおい
て、女性が直面するさまざまな悩み、不
安を話せる場として開設し、消費生活に
関する相談があった場合、必要に応じて
他の専門機関を紹介します。

1

休館日を除き、毎日実施
相談実績　2,376件 市民局

男女共同参
画課

(2)

男性のためのなん
でも相談
【再掲(No.81(3))】

広島市男女共同参画推進センターにおい
て、男性が直面するさまざまな悩み、不
安を話せる場として開設し、消費生活に
関する相談があった場合、必要に応じて
他の専門機関を紹介します。

1

毎週水曜日・土曜日実施
相談実績　245件 市民局

男女共同参
画課

(3)
暴力被害相談
【再掲(No.81(4))】

暴力被害相談センター及び月１回の区役
所巡回相談において、暴力団などの介入
や暴力がらみの債権の取立て、工事の施
工、不動産の売買、商品の販売などに対
する相談に応じ、その解決方法を助言・
指導するとともに、必要に応じて警察等
関係機関への連絡や適切な相談窓口の紹
介等を行います。

1

平成29年度相談件数：20件

市民局
市民安全推
進課

(4)

犯罪被害者等総合
相談
【再掲№81（5）】

広島市犯罪被害者等総合相談窓口におい
て、犯罪被害者等からの相談や問合せに
対し、庁内関係課の各種支援制度の案内
を行うとともに、必要に応じて庁外関係
機関・団体に関する情報提供や橋渡しな
どを行います。

1

平成29年度相談件数：91件

市民局
市民安全推
進課

(5)

保健・医療・福祉
総合相談窓口
【再掲(No.81(6))】

全区の厚生部健康長寿課に保健・医療・
福祉総合相談窓口を開設し、保健師と
ケースワーカーが高齢者や心身に障害の
ある市民からの相談に応じ、助言や情報
提供を行うとともに、適切なサービスが
提供されるよう関係部局や関係機関との
連絡調整を行います。

1

各区役所における相談件数
4,703件

健康福祉局
健康福祉・
地域共生社
会課

(6)

地域包括支援セン
ターにおける高齢
者の総合相談
【再掲(No.81(7))】

市内４１か所に設置されている地域包括
支援センターにおいて、高齢者やその家
族等から様々な相談を受け、必要な情報
提供や関係機関との連絡調整等を行いま
す。

1

地域包括支援センターにおける相談件数
２６１，００２件 健康福祉局

地域包括ケ
ア推進課

(7)

介護保険ほっとラ
イン
【再掲(No.81(8))】

市民の介護保険に関する疑問、悩み等、
相談・苦情を受け付けます。

1

電話やファクシミリで寄せられた介護保
険に関する疑問や悩みについて相談に応
じた。
・平成29年度受付件数：616件

健康福祉局
介護保険課

(8)

障害者相談支援事
業
【再掲(No.81(9))】

委託相談支援事業所において、情報の提
供等を総合的に行います。

1

生活全般の相談の中で、必要に応じて対
応している。
・家計・経済に関する支援　1,013件

健康福祉局
障害自立支
援課

(9)

住宅に関する相談
事業
【再掲(No.81(17))】

○住宅相談
住宅リフォーム、耐震及びマンション管
理等に関して、専門的知識を有する弁護
士、建築士により、的確なアドバイスを
市民に対し実施します。（毎月1回）
○マンション無料相談
マンションの居住者が抱える日常の管理
方法やトラブル等の相談に対し、広島県
マンション管理士会所属のマンション管
理士が、その専門的知識をもってアドバ
イスをする「マンション無料相談事業」
に要する経費に対して、一部を補助し、
マンション居住者の良好な環境の確保に
努めます。

1

○住宅相談
月1回12件の枠内（年144件の枠内）
で、弁護士・建築士による無料相談を実
施。
29年度実績：91件（弁護士45件、建築
士46件）
○マンション無料相談
広島県マンション管理士会が実施する
「マンション無料相談事業」に対し補助
金を交付した。

都市整備局
住宅政策課

市民局
消費生活セ
ンター

相談者への対応において関係する窓口を
紹介するとともに、高齢者を狙った消費
者被害については地域包括支援センター
と情報交換を行った。
・消費生活相談件数　9,527件（消費生
活センター受付分）
※下記の相談窓口等の実績は、消費者ト
ラブル以外の相談を含めた、各相談窓口
での総件数

消費生活センターと次の相談窓口が相互に連携を図りながら、消
費者問題に関する情報提供及び啓発を図ります。

44  消費生活センターと関係相談窓口の連携による情報提供・啓発

担当課
平成29年度の取組状況

No. 事業の名称 内　容

9



特記事項・実績等

45

各区において、地域団体や警察署等と連
携・協働して、「第３次広島市安全なま
ちづくりの推進に関する基本計画」に基
づき、犯罪の起こりにくい安全なまちづ
くりを推進し、安全・安心な地域社会の
実現を図ります。
・公民館や学校等における防犯講習会、
市政出前講座、犯罪被害等防止教室の開
催
・ホームページや広報紙等による犯罪手
口や予防方法の広報・啓発事業の実施

1

開催実績
防犯講習会：69回（広島市内の各公民
館・集会所で開催）
市政出前講座：６回
犯罪被害等防止教室：15校（広島市内に
所在する市立中学校で開催）

広島県警察から提供される「減らそう犯
罪情報官速報」を、広島市ホームページ
へ掲載した。

市民局
市民安全推
進課

46

市民等を対象にした衛生講習会や意見交
換会を開催し、食品衛生に関する正しい
知識の普及に努め、食品に起因する健康
被害の発生を防止します。

1

市民向け衛生講習会及び意見交換会開催
回数
37件

健康福祉局
食品保健課
食品指導課

47

発達障害や知的障害など障害のある方や
外国の方などの中には、話し言葉による
コミュニケーションが困難な方々がいま
す。こうした方々が安心して地域生活を
過ごせるよう、親しみやすくわかりやす
いイラストを指さすことでお互いの意思
を伝達し合える「コミュニケーション支
援ボード」を、行政機関、公共交通機
関、デパート、コンビニ、医療機関など
に設置しています。これによりコミュニ
ケーションのバリアフリーの推進を図り
ます。

1

平成23年度及び平成24年度において配
付したコミュニケーション支援ボードに
ついて、広島市のＨＰで周知を図るとと
もに、教育委員会が実施している新任特
別支援教育コーディネーター研修におい
て、活用方法等について周知を図った。

こども未来
局
こども・家
庭支援課

48  環境に配慮した消費行動と事業活動の推進

(1)

環境問題に関する
普及啓発等（ごみ
の減量化・リサイ
クル推進等）

○ごみ減量化・リサイクル推進啓発等事
業
　ごみの減量・リサイクルの必要性等に
ついて啓発し、環境意識の向上を図るこ
とにより、自発的なごみの発生抑制やリ
サイクルの取組を促進します。

1

・生ごみリサイクル講習会の開催（ダン
ボールコンポスト1回、ＥＭ密閉容器2
回、ミミズコンポスト2回）及び本市ホー
ムページ上での講習会の動画配信
・エコクッキング教室の開催（5回）
・市内の大学の学生に依頼し、エコクッ
キングレシピを作成
・広島市「ごみ減らそうデー」店頭キャ
ンペーンの実施（8回）
・出前環境講座（１１回）
・環境イベント等でのフードドライブの
実施（６回）

環境局
業務部
業務第一課

(2)

環境問題に関する
普及啓発等（地球
温暖化・エネル
ギー対策の推進）

○ひろしま温暖化ドクター事業
モニター家庭の電気、ガス等エネルギー
使用量を毎月収集・分析するとともに、
各家庭のライフスタイルに合った省エネ
アドバイスを行う事業を実施し、家庭に
おける温暖化対策を推進します。
○出前環境講座
地域・家庭での省エネ等環境保全活動の
促進を行うため、学校や地域に出向き、
普及啓発のための講座を実施します。

1

○温暖化ドクター事業
平成２５年度までの１０年間の実績を
「家庭エネルギーの使用実態と省エネ対
策」として取りまとめた報告書の作成を
もって、事業を終了した。

○出前環境講座
地域・家庭での省エネ等環境保全活動の
促進を行うため、学校や地域団体等を対
象に計8回、314人の児童等に対して出
前環境講座を実施した。

環境局
温暖化対策
課

49

○試買商品量目調査会
消費者参加による商品量目の調査会を開
催します。
○出前講座の開催
テーマを「「計量」の知識」とした出前
講座を開催します。

1

・試買商品量目調査会※
　東区及び安芸区で実施
　※経費節減及び事業の見直しのため、
２９年度で廃止
・出前講座
　1回開催（安佐北区）

経済観光局
計量検査所

50

○「食」と「農」を結びつける取組
栽培から食べることまで一貫した食農体
験を実施するための環境整備を行いま
す。また、食農体験の企画・運営に携わ
る市民ボランティアの育成・活動支援に
より、「食」と「農」の理解の促進を図
ります。

1

食農体験教室の実施のほか、食農コー
ディネーターの活動支援を行った。

経済観光局
農政課

食品衛生に関する講習
会及び意見交換会の実
施
【再掲(No.2,  28(1))】

発達障害等の企業及び
関係機関等に対する普
及啓発

「減らそう犯罪」推進
事業

事業の名称 担当課内　容No.
平成29年度の取組状況

食と農の理解の促進と
地産地消の推進

計量に関する普及啓発
事業

10



特記事項・実績等

51

○住生活月間記念行事
国土交通省が定めた毎年１０月の「住生
活月間」に際し、官民協力の下、市民に
住宅・住環境・住まい方について広く考
える機会の場となる広報活動や各種イベ
ントを実施します。
○マンション管理セミナー
マンション管理組合員や、マンションの
区分所有者などを対象に、マンション管
理に必要な知識の普及と啓発を図るべ
く、毎年１０月、住生活月間記念行事の
一環で、専門家によるセミナーを実施し
ます。
○分譲マンション管理運営講座
市内に分譲マンションを購入した市民を
対象に、マンションの管理・運営に必要
な情報を提供することにより、居住者の
自己管理意識の向上を図り、もってマン
ションの長寿命化に資するため、毎年１
０月に５回又は４回の講義を開催しま
す。
○公的賃貸住宅募集情報及び住まいのガ
イドなど市民の多様な居住ニーズに応じ
るために、住宅に関する情報を提供しま
す。

1

○住生活月間記念行事(住まいの情報プラ
ザ)
開催場所：シャレオ中央広場
開催日時：１０月２８日(土)
　　　　　１０：００～１８：００
アンケート回答者：660人
○マンション管理セミナー
開催場所：広島市総合福祉センター
開催日時：１０月３日(火)
　　　　　１３：００～１７：15
参加者：セミナー 73人
　　　　　 個別相談 7組
○分譲マンション管理運営講座
開催場所：広島市総合福祉センター
開催日時：１０月１７日～１１月７日
　　　　　毎週火曜日
　　　　　１８：３０～２０：３０
参加者：136人（4日間延べ人数）
○公営賃貸住宅募集案内の配布
・市営住宅
年４回の定期公募について案内
・県営住宅
広島市内にある県営住宅の年３回の定期
公募について案内
○住まいのガイドの作成
3800部作成

都市整備局
住宅政策課

52

○住まいのアドバイザーの派遣
住宅のリフォームを検討している市民に
対して、専門知識を有する建築士を中立
的な立場の専門家（住まいのアドバイ
ザー）として現地に派遣し、適切な助言
を行います。

1

○住まいのアドバイザー派遣
派遣件数：８件

都市整備局
住宅政策課

53

住宅用火災警報器（以下「住警器」とい
う。）の設置義務化に伴い、未設置住宅
等への個別指導や各種広報媒体を活用
し、住警器の設置促進及び維持管理方法
に関する広報を実施します。
併せて、住警器の悪質訪問販売等からの
被害防止を図るために、消費生活セン
ターや市民相談センター等への情報提供
やホームページ等による注意啓発を行い
ます。

1

住宅用火災警報器の維持管理に重点を置
き、以下の取組を行った。
・市政広報番組への出演等メディアを利
用した広報
・各種行事やイベントにおける配布物等
による周知
・防火講話等による周知
・民生委員や地域包括支援センター職員
等に、高齢者宅を訪問して行う見守り活
動等を通じたチラシによる広報活動の協
力を依頼
・市ホームページによる情報提供

消防局
予防課

54

健全な食生活を実践する市民を増やすた
め、食に関する知識の普及や情報提供な
ど、官民一体となった食育を推進しま
す。 1

第３次広島市食育推進計画の初年度とし
て計画の周知と重点プログラム（８項
目）に基づいた60のプログラムを行い、
健全な食生活の実施についての普及啓発
を行った。

健康福祉局
保健部健康
推進課

55

○対象：小学校高学年の児童とその保護
者
○目的：親子で①食肉に関する正しい知
識を学び、②「命をいただく」というこ
との意味を考える機会を提供する。
○実施方法：講義と「せり」見学を含む
実習

1

小学校5・6年の児童とその保護者を対象
に、以下の内容について実施した。（10
組20名、計2回）
　・ＤＶＤ上映
　・食肉についての講義
　・せり場見学
　・体験実習（内臓観察、手洗い
　　実験など）

健康福祉局
食肉衛生検
査所

事業の名称 内　容

夏休み親子体験教室の
開催

住宅用火災警報器の普
及啓発
【再掲(No.12)】

担当課

食育の推進

住宅のリフォームに関
する支援事業
【再掲(No.11)】

No.

住宅に関する情報の提
供
【再掲(No.10)】

平成29年度の取組状況

11



特記事項・実績等

57

ホームページや消費生活情報紙に障害者
の消費者トラブルに関する情報を掲載す
る等、消費者情報の周知を図ります。 1

国民生活センターから提供される情報や
消費者庁による障害者の消費者トラブル
「見守りガイドブック」について、ホー
ムページにリンクを設定している。

市民局
消費生活セ
ンター

58

○成年後見制度利用支援事業
身寄りのない高齢者や障害者が、判断能
力が十分でないため財産の管理ができな
い場合などに、本人の権利を擁護するた
め、財産管理などを代わりに行う成年後
見制度の普及に努め、その利用促進を図
ります。

1

①　市長による家庭裁判所への成年後見
人等選任の申立て
　身寄りがなく、判断能力が十分でない
高齢者等の財産管理などを代わりに行う
成年後見人等の選任の申立てを、市長が
家庭裁判所に行った。
高齢６９件、障害　２件、精神５件

②　成年後見人等への報酬相当額助成
　資力が十分でなく、成年後見人等への
報酬の支払いが困難な人に、家庭裁判所
が決定した報酬相当額を助成した。
高齢 ６５件、障害　７件、精神９件

健康福祉局
高齢福祉課
障害自立支
援課
精神保健福
祉課

59

○福祉サービス利用援助事業「かけは
し」
認知症などにより判断能力の不十分な高
齢者又は障害者が福祉サービスの利用等
において不利益を被ることのないよう、
社会福祉協議会が実施する福祉サービス
利用援助事業の充実を図ります。

1

平成29年度末時点の「かけはし」契約
累計は1,067件、実利用件数は
396件となっている。

健康福祉局
地域福祉課

事業の名称

1

〇職員への啓発等
市新規採用職員研修において、啓発資料
を配布するとともに、多重債務者の発見
と相談窓口への誘導を徹底するため、窓
口担当者を対象とした研修会を1回行っ
た。

○高齢者用啓発資料の配布
出前講座等において消費生活センターの
電話番号や「訪問販売・訪問購入お断
り」を記載したステッカーや高齢者向け
の啓発資料を配布した。

○高齢者等の消費者被害防止対策講座
高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大
防止を図るために、高齢者等が地域にお
いて日常生活を営むために必要な支援を
行う者（民生委員、地域包括支援セン
ター職員等）に対する講座を実施した。
・１９回開催
・受講者数５５５人

○配食サービスを利用した高齢者への情
報提供事業
食事の調理が困難なおおむね65歳以上の
高齢者のみの世帯に属する人を対象に、
昼食または夕食を配達するとともに、安
否を確認している広島市高齢者配食サー
ビス事業者に、高齢者の消費者被害につ
いてのチラシ等を提供し、食事と合わせ
て配付してもらうことで、地域の高齢者
に対して注意を促した。
・６回発行
・発行部数　4,００0部／回

イ　被害に遭いやすい高齢者や障害者、若年者への啓発活動

No. 内　容 担当課

56
高齢者の消費者被害防
止強化事業の実施
【再掲(No.63,64)】

○職員啓発講座
日々の業務の中で高齢者に直接接する職
員を対象に、消費者トラブルの現状など
の情報や相談内容についての啓発講座を
各区において開催します。
○高齢者用啓発資料の配布
高齢者の消費者被害の発生の防止を図る
ために、消費生活センターの電話番号や
「訪問販売お断り」を記載したステッ
カーや高齢者向けの啓発資料を、老人大
学等で内容を説明しながら配布します。

市民局
消費生活セ
ンター

平成29年度の取組状況

高齢者及び障害者の権
利擁護の推進
【再掲(No.65, 66)】

障害者への消費者啓発

12



特記事項・実績等

60

ホームページや消費生活情報紙に、相談
件数の多いインターネット関連などの若
年者向けの消費者トラブルに関する情報
を掲載する等して、消費者情報の周知を
図ります。

〇小学生向け夏休み研究学習会の開催
公正取引委員会中国支所取引課より講師
を招へいし、夏休みに子ども向けの広
告・表示についての学習会を開催しま
す。

〇子ども向けイベントの参画・出展によ
る消費者教育
「広島キッズシティ」へ参画・出展し、
来場者の子どもに消費者問題について学
んでもらいます。

〇小・中学生の消費者トラブル予防のた
めの啓発チラシの配布
小・中学生の消費者トラブル予防のため
の啓発チラシを、小・中・特別支援学校
の全生徒に配付します。

〇成人向けの消費者教育講習会等
成年年齢の引下げにより新たに成年にな
りうる者等を対象に、外部講師を招へい
し消費者教育の講習を行います。
また、成人祭において、新成人に消費者
被害に関するパンフレット等を配布する
ことにより、消費者意識の啓発を図りま
す。

1

○消費者行政の周知
・ホームページによる注意喚起（10回）や消
費生活情報紙に、前年度の消費生活相談で多く
みられる事例を取り上げ掲載した。
・出前講座の実施
申込のあった学校に対して出前講座を実施し
た。
18回（19時間分）受講者数1,622人

〇小学生向け夏休み研究学習会の開催
小学４年生から６年生とその保護者を対象に、
夏休みに公正取引委員会中国支所取引課より講
師を招へいし、広告・表示についての学習会を
開催した。
実施日：7月３１日（月）
参加者：４組８名

〇子ども向けイベントの参画・出展による消費
者教育
「広島キッズシティ」へ参画・出展し、消費者
クイズと電子メディア協議会による子ども向け
消費者啓発用紙芝居を実施した。
実施日：９月１６日（土）
参加者：８５人（子ども５８人・大人２７人）

〇小・中学生の消費者トラブル防止ための啓発
チラシの配布
小・中学生の消費者トラブル防止のための啓発
チラシを、市内の小・中・特別支援学校の児
童・生徒に約23,000部配布した。

〇成人向けの消費者教育講習会
成年年齢の引下げにより新たに成年になりうる
者等を対象に、外部講師を招へいし消費者教育
の講習を行った。
・３回開催
さらに、成人祭において、ブースを設けてパネ
ル展示を行い、新成人へのリーフレットやパン
フレットの配布を行った。

市民局
消費生活セ
ンター

61

消費生活に関する重要な事項について、
広島市消費生活審議会への消費者団体、
公募市民の参画による意見聴取により、
本市の消費者施策の効果的な実施を図り
ます。

1

消費者団体、公募市民参画による審議会
を開催した。（3回）

市民局
消費生活セ
ンター

62

物価調査において消費生活モニターから
の意見を聴取します。また、必要に応じ
てホームページにおいて消費者の意見の
募集を行います。

1

消費生活モニターからの物価調査結果提
出時に合わせて必要に応じて意見を提出
してもらった。

市民局
消費生活セ
ンター

（３）高齢者への見守りの充実

特記事項・実績等

63

市内４１か所に設置されている地域包括
支援センター等と連携を図りながら、緊
急情報や啓発用リーフレットの配布等に
よる情報の共有化を進めます。
また、地域包括支援センターにおける相
談や民生委員等による地域の見守り活動
等の中で、消費者被害の疑いのある高齢
者が発見された場合は、消費生活セン
ターとこれらの機関が連携し、高齢者の
消費者被害の発生及び拡大の防止のため
の取組を進めます。

1

地域包括支援センター等の関係機関に啓
発用リーフレットを配布するとともに、
高齢者を狙った消費者被害について各地
域包括支援センターに情報提供を行い、
関係者への周知を行った。また、個々の
相談処理において必要に応じて、地域包
括支援センターなど関係機関のスタッフ
と連携して対応し、消費者被害の救済を
行った。
○高齢者等の消費者被害防止対策講座
高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大
防止を図るために、高齢者等が地域にお
いて日常生活を営むために必要な支援を
行う者（民生委員、地域包括支援セン
ター職員等）に対する講座を実施した。
・１９回開催
・受講者数５５５人

市民局
消費生活セ
ンター

ウ　消費者の主体的な意見の反映

No.

広島市消費生活審議会
への消費者団体、公募
市民の参画
【再掲(No.72)】

内　容

消費生活モニター、
ホームページにおける
消費者の意見の募集
【再掲(No.73)】

事業の名称 担当課

若年者への消費者啓発

事業の名称 担当課

地域包括支援センター
等との連携による高齢
者の消費者被害の発生
及び拡大の防止
【再掲(No.56の一部)】

平成29年度の取組状況

No.
平成29年度の取組状況

内　容

13



特記事項・実績等

65

○成年後見制度利用支援事業
身寄りのない高齢者が、判断能力が十分
でないため財産の管理ができない場合な
どに、本人の権利を擁護するため、財産
管理などを代わりに行う成年後見制度の
普及に努め、その利用促進を図ります。

1

①　市長による家庭裁判所への成年後見
人等選任の申立て
　身寄りがなく、判断能力が十分でない
高齢者等の財産管理などを代わりに行う
成年後見人等の選任の申立てを、市長が
家庭裁判所に行った。
高齢６９件、障害　2件、精神５件

②　成年後見人等への報酬相当額助成
　資力が十分でなく、成年後見人等への
報酬の支払いが困難な人に、家庭裁判所
が決定した報酬相当額を助成した。
高齢 ６５件、障害　７件、精神９件

健康福祉局
高齢福祉課
障害自立支
援課
精神保健福
祉課

66

○福祉サービス利用援助事業「かけは
し」
認知症などにより判断能力の不十分な高
齢者が福祉サービスの利用等において不
利益を被ることのないよう、社会福祉協
議会が実施する福祉サービス利用援助事
業の充実を図ります。

1

平成29年度末時点の「かけはし」契約
累計は1,067件、実利用件数は
396件となっている。

健康福祉局
地域福祉課

67

県警から市町に電子メールで送信される
高齢者が狙われやすい犯罪の情報や対策
等を、関係各課、その他社会福祉施設等
に転送し、高齢者が集まる場所へ掲出を
依頼し、高齢者の消費者被害の発生の防
止を図ります。

1

電子メール（犯罪情報官速報）が届き次
第、関係各課や当課が所管する老人福祉
施設等へ転送し、高齢者の目に触れる場
所への掲示や高齢者への伝達を依頼し
た。

健康福祉局
高齢福祉課

平成29年度の取組状況

1
市民局
消費生活セ
ンター

高齢者を対象とした安
全情報提供ネットワー
クの運営

高齢者の権利擁護の推
進
【再掲(No.58の一部,
59)】

事業の名称

○職員啓発講座
日々の業務の中で高齢者に直接接する職
員を対象に、消費者トラブルの現状など
の情報や相談内容についての啓発講座を
各区において開催します。
○高齢者用啓発資料の配布
高齢者の消費者被害の発生の防止を図る
ために、消費生活センターの電話番号や
「訪問販売お断り」を記載したステッ
カーや高齢者向けの啓発資料を、老人大
学等で内容を説明しながら配布します。

No. 担当課内　容

64
高齢者の消費者被害防
止強化事業の実施
【再掲(No.56)】

〇職員への啓発等
市新規採用職員研修において、啓発資料
を配布するとともに、多重債務者の発見
と相談窓口への誘導を徹底するため、窓
口担当者を対象とした研修会を1回行っ
た。

○高齢者用啓発資料の配布
出前講座等において消費生活センターの
電話番号や「訪問販売・訪問購入お断
り」を記載したステッカーや高齢者向け
の啓発資料を配布した。

○高齢者等の消費者被害防止対策講座
高齢者等の消費者被害の未然防止・拡大
防止を図るために、高齢者等が地域にお
いて日常生活を営むために必要な支援を
行う者（民生委員、地域包括支援セン
ター職員等）に対する講座を実施した。
・１９回開催
・受講者数５５５人

○配食サービスを利用した高齢者への情
報提供事業
食事の調理が困難なおおむね65歳以上の
高齢者のみの世帯に属する人を対象に、
昼食または夕食を配達するとともに、安
否を確認している広島市高齢者配食サー
ビス事業者に、高齢者の消費者被害につ
いてのチラシ等を提供し、食事と合わせ
て配付してもらうことで、地域の高齢者
に対して注意を促した。
・６回発行
・発行部数　4,０00部／回
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2 消費者団体等の活動の促進
（１）消費者団体等への支援

特記事項・実績等

68

公益社団法人広島消費者協会が実施する
教育活動、調査研究活動、地区活動等に
対する事業補助を行うとともに、常勤職
員人件費の補助を行います。

1

・事業費補助（１/２補助）
　673,974円
・人件費補助（全額補助）
4,931,719円

市民局
消費生活セ
ンター

69

消費者団体等の自主的な活動を支援する
ため、消費者のための活動について、研
修室を無料で提供します。

1

・利用回数1４１回
・利用者数１,９５５人

市民局
消費生活セ
ンター

70

消費者団体等と協力して、消費者教育・
啓発事業を実施します。

1

消費者団体等と協力して、5月に消費者力
向上キャンペーン事業を実施した。 市民局

消費生活セ
ンター

担当課
平成29年度の取組状況

No. 内　容事業の名称

消費者団体等と協力し
た教育・啓発事業の実
施

消費者団体等の育成・
指導

消費者の自主活動の場
の提供
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